
 

 

東広島市監査公表第４号 

 

 

  地方自治法第２４２条第９項の規定により、別紙のとおり東広島市長から住民監査請求に

係る勧告に基づき措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により公表する。 

 

 

  令和６年１０月１８日 

 

 

                  東広島市監査委員  重 河   格 

                  同          五 丁  和 夫 

                  同          坂元 百合子 
























